
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年度を迎え、事業主及

び関係各所の皆さまには益々ご

健勝のこととお喜び申し上げま

す。また、日頃より当センター

事業への皆さまのご理解、ご支

援に厚く御礼申し上げます。 

 昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止により、当

センターが担う各事業も縮小、中止となることも多く、皆

様にご不便をおかけいたしました。 

 この３月から法定雇用率が2.2％から2.3％へ改正され

ました。私達には障がいをお持ちの方が地域の中で活躍で

きる場を確保し、更なる共生社会の実現へ取り組むことが

求められております。いまだ回復の兆しも見えない中では

ありますが、皆様と一緒に、むつ下北地域の将来の活力に

繋がる支援に取り組んでまいりたいと存じます。 

 今年度も変わらぬお引き立ての程、よろしくお願い申し

上げます。 

障がい者就業・生活支援センターしもきた  

所長 三浦 和之 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害者雇用に取り組もうとしている企業の皆様、何から

手を付け、どのように進めていけばよいのか？お困りでは

ありませんか？ 

 障害者雇用についての問い合わせが当センターにも数

多く寄せられるようになってきました。そこで初めて障害

者を雇用する場合の進め方についてご説明させていただ

きます。 

◆着実にステップを踏んでいくことが大切になります。 

採用人数、従事してもらう仕事、雇用形態、勤務時間、給

料などの労働条件がすでに決まっている場合は、ハローワ

ークに求人票を提出し求職障害者を紹介してもらうこと

ができます。 

ただし、初めて障害者を雇用する場合は「障害者ってど

んな人？」「仕事ってできるの？」「何時間ぐらい働ける 

 

の？」「給料はいくらぐらい？」などわからないことや不

安に思うところがあるのではないでしょうか？ 

まず障害者雇用を始める前に①障害者雇用に関する理

解を深める。②配置する部署や従事する職務を選定する。

③受け入れ態勢を整え、労働条件などを決める。などして

採用活動を行うことがよいと思います。 

 

 

        ・・・・・障害者雇用の理解を深める 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ・・・・職務の選定 

 

 

 

 

 

         ・・・・受入れ態勢の構築 

             雇用条件の検討 

             採用計画の立案 

 

 

 

 

 

 

 

         ・・・・採用活動 

            （募集～採用） 

 

 

 

         ・・・・職場定着 

 

 

 

 

 

 

 

当センターへの連絡は電話０１７５－３１－１０２０ 

午前８：３０～午後５：３０まで受付いたしております。 

※なお、土日、祝祭日は休みとなっております。 
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障がい者就業・生活支援センターしもきた 

住所   むつ市旭町２－２ 

電話   ０１７５－３１－１０２０ 

E-mail  s-shimokita@sakuragikai.jp    

障害者雇用の進め方 

ステップ１ 

◆障害者雇用事例の把握 

◆雇用制度の理解 

◆支援機関の理解 

◆社内の理解促進 

◆配置部署の選定 

◆従事職種の選定 

ステップ２ 

ステップ３ 

◆雇用形態、労働時間、賃金 

◆職場環境の見直し 

◆教育訓練体制の整備 

◆社内意識の向上 

◆採用計画の作成 

ステップ４ 

◆求人、採用者を決定 

ステップ５ 

◆職場定着のための支援・ 

雇用管理 

◆必要な職場改善 
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昨年度は計画していた在職者交流会やピアサポート活

動、支援者セミナー、連絡会議等が新型コロナ感染症対策

のため一部開催を見合わせることとなってしまいました。 

新年度も引き続き計画をしているところではあります

が、県内の感染状況等を注視しながら開催の可否について

は慎重に判断させていただきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この春、当センターに登録のある４名の方（特別支援学

校３名、普通高校１名）が卒業され、新社会人として企業

就労しています。 

就職後、職場訪問をした際には、まだまだ硬く緊張した

表情で迎えていただきました。 

S 君に卒業式後どう過ごしていたのか尋ねると「退屈だ

った。」「早く働きたかった。」などの前向きな意見を聞

くことができています。 

デイサービス利用者さんの移動

介助やレクレーションに取り組ん

でいる姿はベテラン？と見間違う

ほどで、頼もしささえ感じること

ができました。 

 

就職先は新規雇い入れ企業が２

社ということで今後とも障害者雇

用について、末永くお付き合いして

いけるように努力していきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はたらくネット４３号でもお知らせいたしましたが当

センターではオンラインでの面談に対する準備が整って

おります。 

「面談したいけど体調がつらいのでセンターに行けな

い。」「交通手段が確保できない。」「感染に対するリス

クが怖い。」また仕事が忙しくてセンターに行けないなど

の企業や関係機関の皆様にも対応いたしております。 

お気軽に利用していただければと思います。 

 

☆ご用意いただきたいもの 

zoomができるカメラ付きパソコンまたはスマートフォ

ン 

☆面談予約について事前にメール 

s-shimokita@sakuragikai.jpにて日時等の予約をお願い

いたします。受け取ったメールに日時を指定した返信を

いたします。 

☆実際の流れ（当日） 

①当センターから招待メールを送信 

②招待メールのＵＲＬをクリック 

③オンライン面談開始 

☆費用について：無料 

※ネット接続費用に関しては自己負担となります。（wi-

fi 環境での接続をお勧めいたします。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年度 しもきた 事業実績（3 月末現在） 

登録者 １９７名 

在職者 １０２名 

今年度就職者 ２９名 

相談支援件数 １９４８件 

しもきた活動紹介 

令和３年度事業実施について 

新社会人 

 

オンライン面談について 


